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7月19日、東淀川人権文化センターに於いて、山口さんに対する「訓告」処分を許さない

緊急抗議集会が開催されました。

集会には猛暑の中、多くの組合員の参加と東海労本部小林書記長をはじめ東海労関西地本お

よび各分会の来賓にかけつけていただきました。

今回、会社が行った山口さんに対する処分は、車掌業務で発生した遺失物の取り扱いを巡っ

て、なんら落ち度のない山口さんの対応にあたかも誤りがあったかのように決めつけ、責任を

一方的に押しつけ、さらには、事象を会社に報告しているにも拘わらず「時系列等報告書」を

強要し 「命令と服従」に抗して毅然と対応したことに対し発せられたことはあきらかです。、

山口さん本人から「不当処分」を絶対に許せないと怒りの挨拶を受け、今回の「訓告」処分

は単に山口さん個人を狙った処分に止まず、異常な労務管理の現状に対し闘い続ける我々東海

労にかけられた攻撃であると参加者全員で確認しました。

私たちは 「主任レポート 「時系列等報告書」による異常な労務管理に反対し、働きやすい、 」

職場を目ざします！

★山口さんに対する不当処分を許さないぞ！！

★ボーナス、昇給カットを許さないぞ！！

★個人目標・知識確認・技能確認等を利用した
組織破壊攻撃粉砕！！


